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誰も自殺に追い込まれることのない
“居心地の良い雲仙市”の実現





は じ め に

　我が国の自殺死亡者数は、平成10年以降3万人を超え、その後も高い水準で推移して

いたことから、平成18年には「自殺対策基本法」が制定され、それまで「個人の問題」とさ

れてきた自殺が「社会の問題」として広く認識されるようになりました。

　さらに、平成28年4月には自殺対策基本法が改正され、地域の多様な関係者の連携・協

力を確保しつつ、地域の実情に応じた実効性の高い施策を推進していくことが重要とされま

した。

　本市では、平成25年3月に雲仙市健康増進計画「健康うんぜん21（第2次）」を策定し、

こころの健康づくりに取り組んでまいりました。

　このたび、これまでの取り組みを踏まえつつ、さらに総合的かつ効果的に自殺対策を推進

するため「誰も自殺に追い込まれることのない“居心地の良い雲仙市”の実現」を基本理念

とした「雲仙市自殺対策計画」を策定いたしました。

　自殺の背景には、健康問題だけではなく、経済・生活問題、家庭問題等の様々な問題が

複雑に関係しているため、これらの問題を抱えている市民に対し、適切な支援ができるよう

に庁内部署の横断的な支援体制の構築を図ってまいります。また、市民一人ひとりが自分

自身や周りの人々の命を大切にし、共に支え合う地域づくりを、市民の皆様はもとより、地域

の関係機関や団体の皆様と連携しながら取り組んでまいります。

　結びに、本計画の策定にあたりまして貴重なご意見、ご指導をいただきました雲仙市保

健対策推進協議会（自殺対策地域ネットワーク会議）委員の皆様、また、ご協力いただきま

した関係機関･団体各位に対しまして心からお礼を申し上げます。

令和2年3月

雲仙市長　金澤 秀三郎

「誰も自殺に追い込まれることのない
“居心地の良い雲仙市”の実現」を目指して
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